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4 土地利用                              

4.1 区域区分 

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、彦根市が属している「彦根長浜都市計画区域」

では都市計画区域をいわゆる線引きとして市街化区域と市街化調整区域に区分しています。 

（都市計画法第 7 条第 1 項） 

≪市街化区域≫ 

  すでに市街地を形成している区域とおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき

区域を市街化区域といいます。 

≪市街化調整区域≫ 

 市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域といいます。 

                    （都市計画法第 7 条第 2 項および第 3 項） 

    

◆彦根市における区域区分の変遷 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

決定・変更年月日 市街化区域(ha) 市街化調整区域(ha) 
合計(ha) 

＝都市計画区域 

昭和 46 年 6 月 11 日 当初決定 2,472（24.9％） 7,463（75.1％） 9,935（100％） 

昭和 55 年 3 月 28 日 第 1 回変更 2,413（24.3％） 7,521（75.7％） 9,934（100％） 

平成元年 2 月 22 日 第 2 回変更 2,493（25.4％） 7,322（74.6％） 9,815（100％） 

平成 8 年 6 月 5 日 第 3 回変更 2,572（26.2％） 7,243（73.8％） 9,815（100％） 

平成 16 年 5 月 14 日 第 4 回変更 2,571（26.2％） 7,244（73.8％） 9,815（100％） 

平成 24 年 3 月 28 日 第 5 回変更 2,571（26.2％） 7,244（73.8％） 9,815（100％） 

平成 28 年 12 月 28 日 第 6 回変更 2,572（26.2％） 7,256（73.8％） 9,828（100％） 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 
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4.2 地域地区 

 土地の自然的条件および土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業、その他の用途を適正に配分

することにより、都市機能の維持増進、住環境の保護、商業、工業の利便性の増進、美観風致の維持、

公害の防止など適正な都市環境を保持するためのものであり、彦根市では次のとおり定めています。 

4.2.1 用途地域 

(ア)用途地域とは 
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(イ)用途地域における建築用途制限 
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(ウ)彦根市における用途地域の指定の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 防火地域 

     市街地における火災の危険を防除するため定める地域。 

防火地域 面積（ha） 

銀座町ほか 3.9 

 

 

 

 

 

用途地域 面積（ha） 

第一種低層住居専用地域 68.0 

第二種低層住居専用地域 0 

第一種中高層住居専用地域 606.3 

第二種中高層住居専用地域 0 

第一種住居地域 844.0 

第二種住居地域 34.5 

準住居地域 10.2 

田園住居地域 0 

近隣商業地域 250.1 

商業地域 60.5 

準工業地域 312.8 

工業地域 231.2 

工業専用地域 154.0 

合  計 2,571.6 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 
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4.2.3 風致地区 

 都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図る

ために定める地区。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 臨港地区 

 港湾区域を地先水面とする地域で、道路、橋、荷さばき場、倉庫、貯木場などの港湾施設および

水際線を使用する一定の事業所や工業所の用地を定めるもの。 

 

 

 

 

 

 

風致地区 面積（ha） 

鳥居本 238.2 

彦根東部 439.0 

荒神山 203.2 

彦根長浜湖岸 257.3 

佐和山 78.9 

彦根城 99.1 

芹川 10.4 

雨壺山 21.9 

大堀山 8.0 

古城山 10.6 

合  計 1,366.6 

臨港地区 面積（ha） 

彦根港臨港地区 4.1 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 

-15-



                                         彦根市の都市計画 

 

4.2.5 伝統的建造物群保存地区 

     伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保全するために設けら

れる地区。 

 

 

 

河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区のまちなみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統的建造物群保存地区 面積（ha） 

河原町芹町地区 5.0 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 
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4.2.6 特別用途地区 

     用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特

別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区。 

 

 

 

 

 

彦根城周辺歴史環境保全地区の現状 

 

彦根城周辺歴史環境保全地区は、彦根城と一体的に歴史的・文化的な環境を有している区域であり、今後

も社会活動の場としての発展を図りつつ、これまで培ってきた歴史環境を保全することで都市の魅力の向上を図る

ものです。 

 

特別用途地区 建築してはならない建築物 

彦根城周辺 

歴史環境保全地区 

1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場

その他これらに類する建築物 

2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他令第 130 条の 9 の 5 に規定するもの 

特別用途地区 計画決定日 面積（ha） リンク先 

彦根城周辺歴史環境保全地区 令和 4 年 7 月 1 日 459.6 

 

 

 

（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日現在） 
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